
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告代理人花渕育三の上告理由第一点について。

　賃借人が賃貸人の承諾を得ないで賃借物の転貸をした場合であつても、賃借人の

右行為を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りない特段の事情あるときは、賃貸

人は民法六一二条二項による解除権を行使し得ないことは当裁判所の判例とすると

ころである（昭和二五年（オ）第一四〇号同二八年九月二五日第二小法廷判決、集

七巻九号九七九頁。昭和二八年（オ）第一一四六号同三〇年九月二二日第一小法廷

判決、集九巻一〇号一二九四頁各参照）。そして原審の認定した一切の事実関係を

綜合すれば、被上告人の本件無断転貸は賃貸人に対する背信行為と認めるに足りな

い特段の事情があると解するのが相当であつて、原判決が右解除を無効と判断した

のは正当である。論旨引用の判例は本件と事実関係を異にし、本件に適切でない。

論旨は理由がない。

　同第二点について。

　被上告人が本件転貸借において、所論組合から毎月三千円の転貸料を得ていたと

いう事実は、原審の認めなかつたところであり、原審挙示の証拠と対照すれば、未

だ必ずしも所論の各証言および上告人本人訊問の結果を採つて、被上告人が右転貸

料を得ていた事実を認定しなければならぬものではない。そして原審認定の一切の

事実関係を綜合すれば、本件無断転貸については、賃貸人に対する背信行為と認め

るに足りない特段の事情があり、右無断転貸を理由とする本件解除は無効と解し得

ることは前記説明のとおりであるから、本論旨も理由がない。

　よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
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おり判決する。

　　　　　最高裁判所第三小法廷

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　　　小　　　林　　　俊　　　三

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　島　　　　　　　　　　　保

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　河　　　村　　　又　　　介

　　　　　　　　　　　　裁判官　　　　垂　　　水　　　克　　　己
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